
○えきねっと会員規約 新旧対照表（2024 年 2 月 20 日） 

（変更部分には下線を付しています。） 

改正後 現行 

＜前略＞ 

 

第 2 条（会員登録） 

1. 会員専用サービスを利用しようとする利用者（その代理人を含む。以下、「登録希望

者」という）は、会員規約に同意の上、当社が定める所定の会員登録手続きをするもの

とします。 

2. 会員登録手続きは、当社が登録を承認したときに完了します。当該承認により、登

録希望者は会員となり、当社は、会員が当社に届け出た事項（ご本人の同意に従って

マイナポータルの自己情報取得 API から自動的に当社が提供を受ける情報を含む。

以下、「会員データ」という）について登録を行います。但し、当社は、登録希望者が以

下に定める事由の何れかに該当することが判明したときは、当該登録希望者の登録を

承認しない場合があります。 

(1) 登録希望者が実在しないこと 

(2) 登録希望者が日本国外に居住する場合 

(3) 登録希望者がすでに会員になっている場合 

(4) 登録希望者が過去に会員規約違反等により、会員資格が停止され、または会員資

格が抹消されている場合 

(5) 会員登録手続の際に当社に届け出た事項に虚偽・誤記又は記入漏れがあった場

合 

(6) 登録希望者が再登録の場合等で、会員専用サービスの利用料金等の支払を過去

に怠ったことがある場合 

(7) 登録希望者が後見、保佐、補助開始の審判を受けており、成年後見人、保佐人、

補助人の同意等を得ていない場合 

(8) その他、登録希望者が第 3 条に定める会員資格の停止、抹消の事由の何れかに

該当する場合 

＜前略＞ 

 

第 2 条（会員登録） 

1. 会員専用サービスを利用しようとする利用者（以下、「登録希望者」という）は、会員

規約に同意の上、当社が定める所定の会員登録手続きをするものとします。 

 

2. 会員登録手続きは、当社が登録を承認したときに完了します。当該承認により、登

録希望者は会員となり、当社は、会員が当社に届け出た事項（以下、「会員データ」と

いう）について登録を行います。但し、当社は、登録希望者が以下に定める事由の何

れかに該当することが判明したときは、当該登録希望者の登録を承認しない場合があ

ります。 

 

(1) 登録希望者が実在しないこと 

(2) 登録希望者が日本国外に居住する場合 

(3) 登録希望者がすでに会員になっている場合 

(4) 登録希望者が過去に会員規約違反等により、会員資格が停止され、または会員資

格が抹消されている場合 

(5) 会員登録手続の際に当社に届け出た事項に虚偽・誤記又は記入漏れがあった場

合 

(6) 登録希望者が再登録の場合等で、会員専用サービスの利用料金等の支払を過去

に怠ったことがある場合 

(7) 登録希望者が後見、保佐、補助開始の審判を受けており、成年後見人、保佐人、

補助人の同意等を得ていない場合 

(8) その他、登録希望者が第 3 条に定める会員資格の停止、抹消の事由の何れかに

該当する場合 



(9) その他、登録希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合 

3. 会員による会員データ登録の不備、あるいは誤りが原因で、サービス利用上の支障

が生じた場合、当社及び会員専用サービスの提供者は一切責任を負いません。 

 

＜中略＞ 

 

第 10 条（障害者手帳情報の登録等に際しての本人確認等） 

 

1. 当社は、会員が「えきねっと」に障害者手帳情報を登録、登録されている情報を変

更（更新を含む）又は削除（以下、「登録等」という）の申請をする際に、本人又は法定

代理人であることの確認を行うものとします。 

2. 当社は、前項の確認に際して、一定期間内に一度だけ利用することができる可変

的なパスワード（以下、「ワンタイムパスワード」という）の入力を要求できるものとし、ワン

タイムパスワードは、会員の求めに応じて、会員の登録メールアドレス宛にメールを送

信して通知するものします。なお、ワンタイムパスワードが複数発行された場合には、最

新のもののみが有効となります。 

3. 当社は、前項の確認に加え、必要に応じて、本人確認書類、代理権を証する書類

を要求することができるものとします。 

4. 本条による確認を行った場合、本人又は法定代理人による障害者手帳情報の登録

等の申請があったものとみなします。 

 

第 11 条（当社による障害者手帳情報の削除） 

当社は、会員が前条による更新申請を行うことなく、障害者手帳又は療育手帳の有効

期限が到来した場合は、会員にあらかじめ通知することなく当該障害者手帳情報を削

除することができるものとします。 

 

＜後略＞ 

 

(9) その他、登録希望者を会員とすることを不適当と当社が判断した場合 

3. 会員による会員データ登録の不備、あるいは誤りが原因で、サービス利用上の支障

が生じた場合、当社及び会員専用サービスの提供者は一切責任を負いません。 

 

＜後略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


